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上記の議案を、小松島市議会会議規則第１４条の規定により別紙のとお

り提出します。 
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小松島市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 

 小松島市議会会議規則（昭和４２年議会規則第６号）の一部を次のように改

正する。 

 第２章第１節中第９４条の次に次の１条を加える。 

（オンライン会議システムを活用した会議） 

第９４条の２ 小松島市議会委員会条例（昭和４２年小松島市条例第１８号）

第１５条の２第２項の規定により委員長に申し出して，オンライン会議システ

ムにより会議に出席した委員は，前条第１項，第９６条，第１０５条第１項，

第１１５条第２項，第１２４条及び第１２６条の出席委員とする。 

２ オンライン会議システムを活用した会議の方法その他必要な事項は，議長

が別に定める。 

 第１１４条第１項中「出席」の次に「 (オンライン会議システムを活用した

出席を含む。)」を加え，「聞く」を「聴く」に改める。 

 第１２３条の見出し中「起立」の次に「又は挙手」を加え，同条中「を起

立」の次に「又は挙手（オンライン会議システムを活用した会議にあっては挙

手）」を，「起立者」の次に「又は挙手者（オンライン会議システムを活用し

た会議にあっては挙手者）」を加える。 

 第１２４条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず，オンライン会議システムを活用した会議におい

ては，投票で表決をとることができない。 

 第１２６条中「起立」の次に「又は挙手（オンライン会議システムを活用し

た会議にあっては挙手）」を加える。 

第１３０条第１項中「説明」の次に「（オンライン会議システムを活用した

説明を含む。）」を加える。 

附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


